
 
 

４
月
の
無
料
法
律
相
談 

日 

時 

４
月
１１
日(

火)

午
後
１
時
３０
分
か
ら 

弁
護
士 

新
潟
中
央
法
律
事
務
所 

足
立
定
夫
弁
護
士 

☆
相
談
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に
電
話
で
予
約
を
。 

・
無
料
法
律
相
談
は
偶
数
月
の
開
催
で
す
。（
５
月
は
お
休
み
で
す
） 

・
緊
急
の
相
談
は
新
潟
市
の
同
法
律
事
務
所
で
す
。 

事
務
局
ま
で
連
絡
を
。 
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ュー

ス 

「村
上
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
補
助
金
」 

 

申
請
受
付
は
じ
ま
り
ま
し
た
！ 

申
請
受
付 

４
月
４
日
（
火
）
か
ら
１２
日
（
水
） 

補
助
金
額 

対
象
工
事
額
の
３０
％
で
、 

上
限
額
は
２０
万
円
ま
で 

 

村
上
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
補
助
金
は
、
市
民
が 

市
内
の
業
者
に
依
頼
し
て
２
０
万
円
以
上
の
住
宅
リ 

フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行
っ
た
場
合
、
補
助
金
が
交
付
さ 

れ
る
制
度
で
す
。
対
象
工
事
の
例
と
し
て
、
土
台
・ 

基
礎
工
事
、
屋
根
の
葺
き
替
え
、
天
井
・
壁
・
床
の 

改
修
、
ト
イ
レ
・
洗
面
台
な
ど
の
交
換
、
下
水
道
へ 

の
接
続
工
事
、
耐
震
工
事
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
工
事
な 

ど
で
す
。
車
庫
・
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
住
宅
で
な
い
も 

の
に
つ
い
て
は
、
工
事
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 見舞金・祝金 

月 1,000 円 

建
設
業
許
可
「
変
更
届
」
提
出
の
相
談
会 

建
設
業
許
可
を
取
得
し
て
い
る
業
者
は
、
毎
年
決 

 

算
期
終
了
後
４
ヵ
月
以
内
に
、
決
算
に
も
と
づ
く
変 

更
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

個
人
建
設
業
の
２
８
年
度
決
算
に
よ
る
変
更
届
出
書 

は
、
４
月
末
が
提
出
期
限
で
す
。
作
成
の
た
め
に
は
、 

２
８
年
の
「
工
事
経
歴
」
な
ど
が
必
要
で
す
。 

日
時 

４
月
１４
日
（
金
）
午
後
１
時
半 

会
場 

村
上
民
商
事
務
所 

※
持
参
す
る
も
の 

●
直
近
の
許
可
証 

●
「
工
事
経
歴
書
」
の
下
書
き 

 
 

●
事
業
税
の
納
税
証
明
書 

●
申
告
書
、
決
算
書
ま
た
は
収
支
内
訳
書 

●
印
鑑 

該
当
者
の
方
に
は
、
案
内
文
書
を
送
付
し
ま
し
た
の 

で
、
工
事
経
歴
書
な
ど
の
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。 

第
８
回 

｢

立
憲
主
義
と
憲
法
９
条
を 

ま
も
る
新
潟
県
民
の
集
い｣

に
参
加
を 

日
時 

４
月
８
日
（
土
） 

１３
時
３０
分
か
ら 

１５
時
４５
分
ま
で 

会
場 

新
潟
県
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

講
師 

翻
訳
家 

池
田
香
代
子
さ
ん 

講
演 

『
民
主
主
義
を
つ
か
み
直
そ
う
』 

※
入
場
に
は
入
場
券
（
５
０
０
円
） 

 

が
必
要
と
な
り
ま
す
。 

民
商
事
務
所
に
入
場
券
が
あ
り
ま
す
の
で
、
参
加 

希
望
の
方
は
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

一人親方や従業員４人以下の個人建設業者の皆さん 

社会保険の加入義務はなく、国保・国民年金で現場入場できます 

石井国交相「一人親方は厚生年金等の対象外」 

「４月から一人親方は現場に入れないと言われた」「個人事業主にもかかわらず、社会保険に入れと言われた」などの建設現

場で混乱と不安が広がっています。３月３１日、衆院・国土交通員会で日本共産党の本村伸子議員は、「元請企業の間違った理

解のために下請が現場から排除され、倒産や廃業の危機におちいらせてはならない」と質問。石井国交相は、「一人親方は厚生

年金(社会保険)等の対象外」と答え、「周知徹底を図る」と約束しました。 

社会保険料が払えないような単価は建設業法違反の恐れ 

 同委員会で石井国交相は本村議員に「元請が一方的に工事費を削減するなど実質的に法定福利費をまかなうことができない

金額で契約を結ぶと建設業法１９条の３に違反する恐れがある」と答弁しました。「従来の単価に法定福利費は含まれている」

など、工事単価を引き下げて社会保険料を別枠表示させる元請の対応が法律違反になる可能性があります。民商・全商連は法

定福利費を単価に上乗せするよう国の指導強化を求めています。 


